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債権記録業務（指定許可登録・変更） 

 

指定許可登録・変更 
 

１．「指定許可登録」の場合 

 

（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「指定許可登録・変更」を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「指定許可登録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①指定許可先として登録する相手先の

「でんさい利用者番号」と「口座情報」

を入力してください。  

 ②指定許可する業務を選択して

ください。 

 ※複数選択可能です。 

③「指定許可先追加」ボタンをクリック

してください。 
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（３）「指定許可登録結果」画面が表示されます。内容をご確認ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．「指定許可変更（削除）」の場合 
 
（１）メニューバーの「債権記録業務」をクリックし、「指定許可登録・変更」を選択してください。 
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（２）「指定許可登録入力」画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）「指定許可登録結果」画面が表示されます。内容をご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①「指定許可先一覧」に表示されている先の

うち、指定許可業務を削除する先の「でん

さい利用者番号」と「口座情報」を入力

してください。 

 

 ②削除する指定許可業務を選択して

ください。 

 ※複数選択可能です。 

 

③「指定許可先削除」ボタンをクリック

してください。 


